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平
成
20
年
12
月

定
例
市
議
会
日
程
表

会

期

12
月
８
日(

月)

〜
22
日(

月)15
日
間

12
月
８
日(

月)

開
会
、

市
長
の
提
案
理
由
の
説
明

９
日(

火)

休

会

10
日(

水)

休

会

11
日(

木)

質
疑
、
委
員
会
付
託

12
日(

金)

質
疑
、
委
員
会
付
託

13
日(

土)

休

会

14
日(

日)

休

会

15
日(

月)

質
疑
、
委
員
会
付
託

16
日(

火)

一
般
質
問

17
日(

水)

特
別
委
員
会
、

各
常
任
委
員
会
審
査

18
日(

木)

各
常
任
委
員
会
審
査

19
日(

金)

各
常
任
委
員
会
審
査

20
日(
土)

休

会

21
日(

日)
休

会

22
日(

月)

委
員
長
報
告
、討
論
採
決
、

諸
報
告
、
閉
会
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12
月
定
例
市
議
会
は
12
月
８
日
か
ら
12
月
22
日
ま

で
、
15
日
間
開
催
し
ま
し
た
。

ま
ず
冒
頭
、
市
長
か
ら
今
期
定
例
会
に
提
案
さ
れ

た
議
案
の
提
案
理
由
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

今
期
定
例
会
で
は
報
告
議
案
２
件
、
事
件
議
案
９

件
、
条
例
議
案
３
件
、
予
算
議
案
４
件
の
、
18
議
案

に
つ
い
て
提
案
が
あ
り
、
本
会
議
で
活
発
な
質
疑
を

行
い
、
委
員
会
で
は
本
会
議
で
の
質
疑
で
出
さ
れ
た

論
点
を
踏
ま
え
、
詳
細
に
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

一
般
質
問
で
は
、
12
人
の
議
員
が
、
市
政
全
般
に

対
す
る
質
問
を
行
い
ま
し
た
。(

質
問
要
旨
は
別
掲)

９
月
定
例
会
で
提
案
さ
れ
、
閉
会
中
の
継
続
審
査

と
な
っ
て
い
た
平
成
19
年
度
各
会
計
決
算
認
定
に
つ

い
て
は
決
算
特
別
委
員
会
の
審
査
が
終
了
し
、
委
員

長
報
告
が
あ
り
採
決
を
行
い
ま
し
た

(

結
果
及
び
報

告
書
は
別
掲)

。

最
終
日
に
は
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
各
議
案
に
つ

い
て
の
委
員
長
報
告
と
討
論
採
決
を
行
い
、
そ
の
後
、

議
員
か
ら
市
の
組
織
改
正
に
伴
う
委
員
会
条
例
改
正

の
提
案
が
あ
り
全
て
可
決
し
ま
し
た
。
ま
た
、
市
長

か
ら
教
育
委
員
選
任
の
追
加
提
案
が
あ
り
同
意
し
ま

し
た
。

そ
の
後
、｢

福
祉
医
療
に
つ
い
て｣

、｢

高
砂
市
民

病
院
経
営
健
全
化
に
つ
い
て｣

及
び

｢

産
業
廃
棄
物

処
理
施
設
の
設
置
に
係
る
意
見
に
つ
い
て｣

の
報
告

が
あ
り
、
質
疑
を
行
い
、
閉
会
し
ま
し
た
。

111222
月月月
定定定
例例例
会会会
ののの
あああ
ららら
ままま
ししし

１
ペ
ー
ジ

12
月
定
例
会
の
あ
ら
ま
し

12
月
定
例
会
の
日
程
表

２
ペ
ー
ジ

議
案
概
要

２
〜
８
ペ
ー
ジ

一
般
質
問

８
ペ
ー
ジ

人
事

西
港
再
整
備
等
に
係
る

調
査
特
別
委
員
会
視
察
報
告

９
ペ
ー
ジ

総
務
常
任
委
員
会
視
察
報
告

文
教
厚
生
常
任
委
員
会
視
察
報
告

建
設
経
済
常
任
委
員
会
視
察
報
告

10
〜
11
ペ
ー
ジ

決
算
特
別
委
員
会
審
査
報
告
書

(

抜
粋)

決
算
認
定
に
つ
い
て

12
ペ
ー
ジ

各
常
任
委
員
会
審
査
報
告

●
主
な
内
容
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播
磨
臨
海
地
域
道
路
網
協
議

会
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て

問問
平
成
20
年
度
当
協
議
会
総

会
が
平
成
20
年
５
月
２
日

開
催
さ
れ
平
成
20
年
度
事
業
計

画
の
主
な
事
業
内
容
、
活
動
方

針
が
承
認
さ
れ
今
後
の
活
動
を

期
待
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
現
時

点
の
取
り
組
み
は
ど
の
よ
う
に
な
っ

て
い
る
の
か
。

答答
平
成
20
年
度
の
事
業
内
容

と
し
て
、
要
望
活
動
、
既

存
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
整
理
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
更
新
等
を
行
っ

て
い
る
。
特
に
、
今
年
度
は
国

の
中
期
計
画
な
ど
へ
の
位
置
づ

け
等
、
播
磨
臨
海
地
域
道
路
の

実
現
に
向
け
た
重
要
な
時
期
で

あ
る
の
で
、
関
係
機
関
へ
の
要

望
を
中
心
に
活
動
を
実
施
し
て

い
る
。

都
市
計
画
道
路
高
須
松
村
線
、

姫
路
市
都
市
計
画
道
路
海
岸

線
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

問問
こ
の
計
画
道
路
に
つ
い
て

県
の
社
会
基
盤
整
備
プ
ロ

グ
ラ
ム
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
る

の
か
。

答答
現
時
点
で
、
高
須
松
村
線

及
び
姫
路
市
の
海
岸
線
は

こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
掲
載
さ
れ
て

い
な
い
。

問問
こ
の
都
市
計
画
道
路
の
整

備
に
お
い
て
県
が
事
業
主

体
と
な
る
場
合
必
ず
地
元
市
負

担
が
あ
る
の
か
。

答答
県
の
街
路
事
業
と
な
れ
ば
、

県
は
市
が
都
市
計
画
税
を

徴
収
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
地

方
財
政
法
第
27
条
に
基
づ
き
地

元
負
担
金
を
求
め
て
く
る
。

問問
本
年
度
市
議
会
に
お
い
て

姫
路
高
砂
道
路
整
備
促
進

協
議
会
設
立
準
備
事
業
費
１
万

１
千
円
の
予
算
を
議
決
し
て
い

る
が
姫
路
市
と
の
調
整
は
ど
の

程
度
進
ん
で
い
る
か
。

答答
新
た
な
協
議
会
設
立
で
は

な
く
、
既
存
の
連
絡
調
整

会
議
で
よ
い
の
で
は
と
の
意
見

も
姫
路
市
か
ら
出
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
、
現
在
は
、
両
市
の
状

況
の
確
認
、
意
見
交
換
、
情
報

交
換
を
行
っ
て
い
る
状
況
で
あ

る
。問問

こ
の
協
議
会
を
両
市
で
設

置
し
播
磨
臨
海
地
域
道
路
、

高
須
松
村
線
、
姫
路
市
海
岸
線

の
事
業
協
議
し
前
向
き
に
検
討

す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
。答答

今
後
と
も
播
磨
臨
海
地
域

道
路
の
実
現
に
向
け
た
取

組
み
を
前
向
き
に
検
討
す
る
中

で
、
高
須
松
村
線
及
び
海
岸
線

が
担
う
道
路
機
能
を
整
理
し
、

播
磨
臨
海
地
域
道
路
網
協
議
会

及
び
姫
路
市
と
継
続
し
て
協
議

し
、
道
路
の
事
業
化
に
必
要
な

手
順
を
踏
み
つ
つ
、
議
会
、
住

民
、
産
業
界
等
と
も
積
極
的
に

連
携
し
、
播
磨
臨
海
地
域
道
路
、

高
須
松
村
線
・
海
岸
線
の
整
備

が
実
現
す
る
よ
う
取
り
組
ん
で

い
き
た
い
。

2

播
磨
臨
海
地
域
道
路
網
協
議
会
に
つ
い
て

生
嶋

洋
一

今定例会での議案概要
可決した事件議案

●指定管理者の指定について
(高砂市文化会館)
(高砂市福祉保健センター)
(高砂市向島多目的球場)
(高砂市民プール)
(高砂市総合運動公園体育施設)
(高砂市都市公園 (総合運動公園))
(高砂市都市公園 (向島公園外74公園))
(高砂市市ノ池公園キャンプ場)
(高砂市駐車場)

可決した条例議案

●高砂市部及び室設置条例の一部を改正する条例
●高砂市国民健康保険条例の一部を改正する条例

●高砂市勤労会館条例を廃止する条例
●高砂市議会委員会条例の一部を改正する条例

可決した補正予算

●第８回平成20年度高砂市一般会計補正予算
●第４回平成20年度高砂市下水道事業特別会計補正予算
●第２回平成20年度高砂市介護保険事業特別会計補正予
算
●第３回平成20年度高砂市病院事業会計補正予算

陳情

継続審議
●法定道路認定に関する陳情書
●国による公的森林整備の推進と国有林野事業の健全化
を求める意見書 (案) 採択を求める陳情書

一 般 質 問
市政全般に対する一般質問は､ 高砂市議会では､ 一人15分となっており､ ２回までの再質問が認められてい

ます｡
くわしい内容については図書館や各公民館に備え付けられている ｢兵庫県高砂市議会定例会会議録｣ に収め

られていますのでご利用下さい｡ (12月定例会の会議録は３月に完成する予定です｡)
なお､ インターネットでも会議録の閲覧検索が可能ですので､ ご利用下さい｡



( )2009年(平成21年)2月 高砂市議会だより 第151号

政
府
は
大
企
業
の
利
益
最

優
先
の
雇
用
策
の
た
め
、

労
働
者
派
遣
法
を
強
行
し
、
派

遣
、
請
負
、
契
約
な
ど
非
正
規

雇
用
を
拡
大
し
て
き
た
。
こ
の

働
か
せ
方
の
な
か
で
、
多
く
の

若
者
が
、
明
日
へ
の
希
望
ど
こ

ろ
か
明
日
の
生
活
に
さ
え
見
通

し
が
も
て
な
い
現
状
に
追
い
込

ま
れ
て
い
ま
す
。
今
日
の
雇
用

悪
化
は
市
民
の
暮
ら
し
に
と
っ

て
も
深
刻
で
、
市
長
は
ど
の
よ

う
な
認
識
と
見
解
を
も
っ
て
い

ま
す
か
。

答答
国
は
対
策
を
講
じ
よ
う
と

し
て
お
り
、
こ
れ
に
つ
い
て

は
各
企
業
へ
の
最
大
限
の
努
力

を
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て

い
る
。
ま
た
市
と
し
て
も
今
で
き

る
こ
と
を
し
っ
か
り
と
や
っ
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て

い
る
。

地
域
雇
用
と
地
域
経
済
に
責

任
を
も
ち
雇
用
を
守
る
市
政

の
役
割
を

問問
市
は
、
市
内
企
業
の
派
遣

労
働
者
、
特
に
市
が
誘
致

し
て
き
た
企
業
や
奨
励
金
と
し

て
交
付
し
て
い
る
企
業
の
雇
用

実
態
を
調
査
し
、
市
長
自
ら
が
、

雇
用
継
続
を
市
内
企
業
に
要
請

し
、
改
善
を
求
め
る
べ
き
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

答答
企
業
立
地
促
進
条
例
施
行

後
の
条
例
適
用
企
業
の
雇

用
状
況
に
つ
い
て
は
、
平
成
20

年
10
月
現
在
で
95
％
ま
で
回
復

し
て
い
る
。

本
市
で
は
、
現
在
ふ
れ
あ
い

の
郷
生
石
研
修
セ
ン
タ
ー
内
に

設
置
し
て
い
る
高
齢
者
職
業
相

談
室
に
お
い
て
、
就
職
の
あ
っ

せ
ん
、
ま
た
若
者
し
ご
と
相
談

室
で
就
職
の
相
談
も
実
施
。
合

同
面
接
会
や
就
職
支
援
、
正
規

雇
用
の
推
進
な
ど
の
施
策
に
取

り
組
ん
で
い
き
た
い
。

◆
雇
用
状
況
の
95
％
の
内
、
何

人
が
派
遣
労
働
者
な
の
か
実
態

を
早
急
に
調
査
す
べ
き
で
す
。

国
に
よ
る
公
的
保
育
の
切
捨

て
を
や
め
、
公
的
保
育
制
度

の
拡
充
を

問問
市
は
、
公
立
保
育
園
を
民

営
化
に
す
る
方
針
で
す
が
、

財
政
難
の
付
け
を
子
ど
も
に
お

し
つ
け
る
事
に
な
る
。
保
護
者

の
経
済
力
に
関
係
な
く
、
ど
の

子
も
平
等
に
発
達
し
、
成
長
す

る
権
利
が
保
障
さ
れ
る

｢

保
育

の
公
的
責
任｣

果
た
す
市
政
を

求
め
ま
す
。

答答
児
童
福
祉
法
の
理
念
で
あ

る

｢

す
べ
て
国
民
は
、
児

童
が
心
身
と
も
に
健
や
か
に
生

ま
れ
、
且
つ
、
育
成
さ
れ
る
よ

う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

｢

す
べ
て
児
童
は
、
ひ
と
し
く
そ

の
生
活
を
保
障
さ
れ
、
愛
護
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

を
基
本

に
市
が
責
任
を
持
っ
て
児
童
福

祉
政
策
を
進
め
た
い
。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
の
運
行

計
画
の
見
直
し
を
求
め
る

問問
今
で
は
地
域
に
定
着
し
た

バ
ス
と
し
て
利
用
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
高
砂
市
民
病
院
に

通
院
し
た
い
と
き
、
地
域
に
よ
っ

て
は
運
行
回
数
が
少
な
い
た
め
、

改
善
を
求
め
る
要
求
が
あ
り
ま

す
。
阿
弥
陀
停
留
所
か
ら
で
は

往
復
２
回
し
か
な
く
、
全
地
域

の
高
齢
者
、
病
気
で
あ
る
人
が

車
も
乗
れ
ず
、
歩
行
も
不
自
由

な
市
民
の
た
め
に
、
高
砂
市
民

病
院
へ
の
通
院
確
保
に
必
要
な

運
行
の
見
直
し
を
求
め
ま
す
。

答答
今
年
度
２
月
ご
ろ
に
、
高

砂
市
地
域
公
共
交
通
会
議

を
開
催
す
る
予
定
で
あ
り
、
ル
ー

ト
の
見
直
し
も
検
討
の
課
題
と

し
て
い
く
。

問問
親
が
国
保
の
保
険
料
が
払

え
な
い
た
め
に
国
保
証
を

取
り
上
げ
ら
れ

｢

無
保
険｣

状

態
に
な
っ
て
い
る
中
学
生
以
下

の
子
ど
も
が
、
全
国
で
３
万
９

百
人
。
何
の
責
任
も
な
い
子
ど

も
た
ち
が
医
療
か
ら
排
除
さ
れ

て
い
る
実
態
が
浮
き
彫
り
に
な

り
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
県
下
で
は

６
８
４
人
、
高
砂
で
は
７
世
帯

12
人
の
子
ど
も
が
無
保
険
状
態

に
な
っ
て
い
ま
す
。
憲
法
25
条

の
生
存
権
、
児
童
福
祉
法
か
ら

み
て
も
保
険
証
の
取
り
上
げ
は

中
止
す
べ
き
で
す
。

答答
事
情
に
つ
い
て
調
査
し
、

資
格
証
明
書
交
付
世
帯
の

子
ど
も
に
対
し
て
は
、
保
険
証

を
交
付
す
る
予
定
で
あ
る
。

妊
婦
健
診
の
公
費
負
担
の
拡

充
を

問問
周
産
期
医
療
を
め
ぐ
る
不

幸
な
事
態
が
大
き
な
社
会

問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
国
が

自
治
体
に
14
回
の
必
要
性
を
指

摘
し
て
い
ま
す
。
お
母
さ
ん
と

赤
ち
ゃ
ん
の
い
の
ち
を
守
る
た
め

14
回
公
費
負
担
の
拡
充
を
求
め

ま
す
。

答答
妊
婦
さ
ん
に
安
心
し
て
出

産
を
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
、

国
及
び
県
と
連
絡
調
整
を
密
に

取
り
な
が
ら
、
妊
婦
健
診
の
拡

充
を
図
り
た
い
。

中
学
生
に
温
か
い
給
食
を
求

め
る
市
民
の
声

問問
日
本
共
産
党
市
議
団
は
、

中
学
校
給
食
に
つ
い
て
市

民
ア
ン
ケ
ー
ト
を
行
い
ま
し
た
。

７
１
２
通
の
回
答
が
届
け
ら
れ

ま
し
た
。
給
食
を
望
む
声
は
７

８.

８
％
。
今
ま
で
ど
お
り
弁

当
は
３.

８
％
。
給
食
を
望
む

声
に
ど
う
答
え
ら
れ
ま
す
か
。

格
差
と
貧
困
が
広
げ
ら
れ
弁
当

持
参
が
困
難
な
生
徒
の
状
況
の

把
握
は
さ
れ
て
い
ま
す
か
。
中

学
校
の
昼
食
を
論
議
す
る
委
員

会
の
設
置
を
求
め
ま
す
。

答答
県
下
の
一
部
の
市
が
採
用

し
て
い
る
デ
リ
バ
リ
ー
方

式
、
親
子
方
式
を
調
査
し
、
中

学
校
給
食
実
施
の
検
討
を
し
た

が
、
対
予
算
効
率
の
悪
さ
、
条

件
整
備
及
び
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス

ト
に
多
額
の
経
費
を
要
す
る
た

め
、
当
市
の
財
政
難
等
を
考
え

る
と
、
導
入
は
困
難
で
あ
る
。

障
害
者
自
立
支
援
法
の
廃
止

を
求
め
る

問問
生
き
て
い
く
の
に
必
要
な

最
低
限
の
支
援
に
障
害
を

自
己
責
任
と
み
な
す
応
益
負
担

制
度
は
き
っ
ぱ
り
廃
止
し
、
事

業
所
に
対
す
る
報
酬
を
引
き
上

げ
る
こ
と
を
国
に
求
め
る
こ
と
。

答答
現
在
で
は
、
通
所
施
設
利

用
者
の
大
多
数
が
利
用
者

負
担
月
額
１,
５
０
０
円
に
引

き
下
げ
ら
れ
て
き
て
い
る
と
と
も

に
給
食
費
と
し
て
も
日
額
４
２

０
円
が
給
付
さ
れ
て
お
り
、
利

用
者
負
担
は
緩
和
さ
れ
て
き
て

い
る
。
ま
た
、
事
業
所
に
つ
い

て
も
、
そ
の
報
酬
を
日
額
制
か

ら
月
額
制
に
戻
す
こ
と
は
利
用

者
が
複
数
の
施
設
を
利
用
で
き

る
利
便
性
が
失
わ
れ
る
こ
と
か

ら
、
従
来
の
９
割
保
障
を
実
施

す
る
と
と
も
に
報
酬
単
価
の
引

き
上
げ
や
定
員
を
１
５
０
％
ま

で
緩
和
す
る
等
の
措
置
が
講
じ

ら
れ
て
る
。

こ
れ
ら
を
引
き
続
き
実
施
す

る
こ
と
を
含
め
た
大
幅
な
自
立

支
援
法
の
見
直
し
が
平
成
21
年

４
月
に
行
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

改
正
へ
の
対
応
に
、
不
備
が
な

い
よ
う
努
め
て
い
き
た
い
。

3

派
遣
社
員
の
実
態
調
査
と
市
内
企
業
へ
の

雇
用
継
続
の
要
請
を
求
め
る
ほ
か

小
松
美
紀
江

子
ど
も
の
医
療
を
奪
わ
な
い
で
ほ
か

大
塚

好
子

問問
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◆
米
国
発
の
世
界
的
な
金
融
危

機
が
地
域
経
済
に
も
暗
い
影
を

落
し
始
め
製
造
業
を
中
心
に
、

減
産
や
人
員
削
減
を
発
表
す
る

企
業
が
相
次
い
で
い
る
。

地
域
経
済
の
停
滞
は
、
雇
用

や
所
得
な
ど
地
域
住
民
の
暮
ら
し

を
直
撃
し
、
個
人
消
費
の
低
迷

は
、
大
幅
な
税
の
減
収
と
な
っ
て
、

今
後
の
高
砂
市
の
行
財
政
運
営

は
大
き
な
岐
路
に
立
つ
事
が
予
想

さ
れ
る
。
以
下
三
点
伺
う
。

集
中
改
革
プ
ラ
ン
の
総
括
。

途
中
で
見
直
し
を
行
っ
た

項
目
も
あ
る
が
、
お
お
む

ね
達
成
を
し
て
い
る
と
判
断
を

し
て
い
る
。

税
収
の
傾
向
性
と
財
政
に

与
え
る
影
響
。

法
人
市
民
税
が
、
前
年
と

比
べ
て
減
収
と
な
っ
て
い

る
が
、
当
初
予
算
を
確
保
で
き

る
見
込
み
で
あ
る
。
平
成
21
年

度
は
法
人
市
民
税
は
大
き
く
減

少
が
見
込
ま
れ
、
そ
の
他
の
税

収
入
も
地
方
財
政
計
画
の
動
向

を
勘
案
し
て
い
く
。

道
路
特
定
財
源
の
一
般
財

源
化
の
認
識
。

詳
細
は
決
ま
っ
て
お
ら
ず
、

今
後
活
用
で
き
る
も
の
は

積
極
的
に
活
用
し
て
い
く
た
め

に
動
向
を
注
視
し
て
い
く
。

◆
金
融
危
機
の
影
響
は
、
業
種

を
問
わ
ず
、
規
模
を
問
わ
ず
、

企
業
を
直
撃
し
て
い
る
。
以
下

二
点
伺
う
。

中
小
企
業
へ
の
影
響
。

世
界
的
な
金
融
危
機
は
、

地
域
経
済
に
大
き
な
影
響

を
与
え
て
お
り
、
急
激
な
原
材

料
の
価
格
等
の
高
騰
で
中
小
零

細
企
業
は
厳
し
い
経
営
環
境
に

お
か
れ
て
い
る
。

緊
急
保
証
制
度
に
つ
い
て

の
認
識
。

10
月
31
日
に
創
設
さ
れ
、

当
市
で
も
制
度
開
始
か
ら

12
月
10
日
現
在
で
、
利
用
件
数

は
53
件
と
な
り
、
今
後
も
こ
の

制
度
の
活
用
等
に
よ
り
中
小
企

業
の
支
援
を
図
る
。

経
済
対
策
の
柱
と
な
る

｢
定

額
給
付
金｣

に
つ
い
て

ど
の
よ
う
に
認
識
を
し
て

い
る
の
か
。

景
気
後
退
下
で
の
住
民
の

不
安
に
対
処
す
る
た
め
、

住
民
へ
の
生
活
支
援
を
行
い
、

広
く
給
付
す
る
こ
と
に
よ
り
、

地
域
の
経
済
対
策
に
資
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
た
施
策
で
あ
る

と
認
識
し
て
い
る
。

無
事
故
運
営
の
た
め
に
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
を
立
ち

上
げ
、
準
備
に
万
全
を
。

短
期
間
に
大
量
の
事
務
が

発
生
す
る
見
込
み
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
ご
指
摘
の
と
お
り
、
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
を
編
成
し
、

対
応
に
当
た
っ
て
い
く
。

近
年
、
特
色
の
あ
る
学
校

づ
く
り
が
叫
ば
れ
て
い
る
。

そ
の
責
任
を
ほ
と
ん
ど
校
長
が

担
っ
て
い
る
。
上
か
ら
与
え
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
が
た
め
に
、
現

場
で
は

｢

こ
な
す｣

の
に
精
一

杯
、
制
約
も
伴
い
、
新
し
い
何

か
を

｢

生
み
出
す｣

こ
と
が
難

し
い
状
態
。
そ
の
た
め
に
も
校

長
の
権
限
拡
大
や
、
教
員
の
創

意
工
夫
を
奨
励
し
て
い
く
事
が

大
事
。
教
育
長
の
所
感
を
伺
う
。

１
点
目
と
し
て
、
教
職
員

の
協
働
体
制
を
図
り
、
子

ど
も
一
人
ひ
と
り
の
学
習
及
び

生
活
状
況
を
捉
え
た
上
で
、
教

え
て
考
え
さ
せ
る
授
業
、
わ
か

り
や
す
い
授
業
を
展
開
す
る
た

め
学
習
指
導
の
工
夫
・
改
善
を

図
っ
て
い
く
こ
と
。
ま
た
、
子

ど
も
の
悩
み
や
不
安
等
を
受
け

止
め
る
と
と
も
に
子
ど
も
の
努

力
を
認
め
、
子
ど
も
の
成
長
を

支
援
し
て
い
く
こ
と
。

２
点
目
と
し
て
、
教
師
と
子

ど
も
の
人
間
的
な
ふ
れ
あ
い
を
通

し
て
、
心
の
絆
を
深
め
、
ひ
と
り

ひ
と
り
の
心
の
理
解
に
努
め
な
が

ら
ル
ー
ル
や
マ
ナ
ー
に
支
え
ら
れ

た
認
め
合
う
学
校
づ
く
り
を
す
る

と
と
も
に
道
徳
の
授
業
等
を
通
じ

て
集
団
と
個
人
の
関
係
の
在
り

方
な
ど
を
身
に
つ
け
さ
せ
て
い
く

こ
と
が
大
切
と
考
え
る
。

第
三
次
行
政
改
革
改
定
版
の

検
証
と
そ
の
後
の
取
り
組
み

に
つ
い
て

(

補
助
金
等
の
あ

り
方
を
中
心
に)

◆
現
在
の
補
助
金
交
付
の
事
業

執
行
の
状
況
は
何
年
も
か
け
て

検
討
し
た
第
３
次
行
政
改
革
の

理
念
と
矛
盾
し
て
は
い
な
い
か
。

問問
補
助
金
交
付
事
業
に
補
助

の
期
間
を
限
定
す
る
サ
ン

セ
ッ
ト
方
式
の
導
入
が
検
討
さ

れ
た
が
、
そ
の
結
果
は
。
見
送

り
な
ら
そ
の
理
由
は
。

答答
平
成
18
年
度
に
補
助
金
評

価
表
の
様
式
を
作
成
を
し

補
助
金
評
価
委
員
会
の
設
置
を

し
て
、
補
助
金
評
価
シ
ス
テ
ム

の
構
築
を
進
め
た
。
平
成
19
年

度
に
補
助
金
等
の
状
況
調
査
を

初
め
、
評
価
表
の
作
成
及
び
ヒ

ア
リ
ン
グ
等
を
実
施
し
、
結
果

を
取
り
ま
と
め
て
い
る
。
こ
れ
を

受
け
て
、
補
助
金
評
価
委
員
会

に
お
い
て
ま
ず
補
助
金
の
あ
る
べ

き
姿
を
示
し
、
今
後
の
補
助
金

見
直
し
の
指
針
と
な
る
も
の
を

つ
く
る
べ
き
で
あ
る
と
の
考
え
方

の
も
と
、｢

高
砂
市
の
補
助
金
の

あ
り
方
に
つ
い
て｣
を
平
成
20

年
２
月
に
策
定
し
た
。

問問
新
し
い
指
針

｢

補
助
金
の

あ
り
か
た｣

の
チ
ェ
ッ
ク

項
目
、
補
助
金
ご
と
の
評
価
結

果
を
な
ぜ
公
表
し
な
い
の
か
。

答答
補
助
金
の
あ
り
方
に
基
づ

く
検
討
結
果
と
、
需
要
内

訳
に
基
づ
く
検
討
結
果
を
合
わ

せ
て
、
さ
ら
な
る
見
直
し
調
整

を
図
っ
て
お
り
、
現
在
そ
の
調

整
の
段
階
で
あ
る
。

問問
平
成
20
年
度
予
算
に
な
ぜ

平
成
19
年
度
行
革
検
討
結

果
の
補
助
金
見
直
し
が
活
か
さ

れ
て
い
な
い
の
か
。

答答
役
割
を
終
え
た
補
助
金
、

自
立
し
た
団
体
の
運
営
補

助
金
等
を
見
直
す
と
と
も
に
、

新
規
の
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
ス

ク
ラ
ッ
プ
ア
ン
ド
ビ
ル
ド
に
よ
っ
て

協
働
型
社
会
実
現
に
向
け
て
の

分
野
、
地
域
の
活
力
を
引
き
出

す
よ
う
な
分
野
へ
の
導
入
を
図
り
、

一
層
の
有
効
活
用
を
図
っ
て
い

き
た
い
と
考
え
て
お
り
、
平
成
20

年
度
予
算
へ
も
活
用
し
て
い
る
。

滞
納
対
策
に
お
け
る
債
権
管

理
の
徹
底
に
つ
い
て

◆
高
砂
市
の
未
収
金
は
市
全
体

で
25
億
円
に
も
の
ぼ
る
。(

平
成

19
年
度
決
算)

現
状
で
は
組
織
、

制
度
と
も
に
不
十
分
で
、
市
民

に
公
正
、
公
平
な
行
政
と
し
て

の
責
任
を
果
た
す
に
は
徹
底
し

た
滞
納
対
策
を
講
じ
る
必
要
が

あ
る
。

問問｢

債
権
管
理
に
つ
い
て
の
条

例｣

を
制
定
し
、
債
権
管

理
に
つ
い
て
の
高
砂
市
の
基
本

的
な
取
り
組
み
の
姿
勢
や
仕
組

み
を
市
民
の
目
に
見
え
る
形
で
示

す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

答答
新
し
く
設
置
す
る
予
定
の

滞
納
整
理
推
進
室
で
調
査

研
究
を
し
て
い
き
た
い
。

問問
各
債
権

(

税
・
使
用
料
な

ど)

の
現
年
度
分
の
収
納

率
・
未
収
額
の
目
標
数
値
、
25

億
円
に
も
の
ぼ
る
累
積
滞
納
額

の
削
減
の
目
標
数
値

(

全
体
・

項
目
別)

を
具
体
的
に
示
せ
。

答答
削
減
目
標
数
値
を
示
す
こ

と
は
で
き
な
い
が
、
来
年

度
、
設
置
を
予
定
し
て
い
る
滞

納
整
理
推
進
室
で
、
回
収
可
能

な
も
の
の
整
理
を
行
う
と
と
も
に
、

資
力
が
あ
り
な
が
ら
納
付
し
な

い
滞
納
者
を
な
く
す
こ
と
を
目

標
に
、
断
固
た
る
対
応
を
し
て

い
く
方
針
で
臨
む
。

4

金
融
危
機
の
中
で
の
行
財
政
運
営
に
つ
い
て
ほ
か

砂
川

辰
義

第
三
次
行
政
改
革
改
定
版
の
検
証
と

そ
の
後
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

ほ
か

北
野
誠
一
郎

問問 答答 問問答答答答 問問

答答 問問

答答 答答 答答問問 問問 問問 問問答答校
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に

つ
い
て
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問問
赤
穂
市
で
は
、
有
名
な
赤

穂
義
士
に
ち
な
ん
で
、
ご

当
地
検
定
と
し
て

『
忠
臣
蔵
検

定』

が
、
明
石
市
は

『
た
こ
検

定』

、
加
古
川
市
は

『

加
古
川

検
定』

、
香
美
町
は

『

香
住
カ

ニ
検
定』

な
ど
が
開
催
さ
れ
て

い
る
。
町
お
こ
し
と
市
民
の
み

な
さ
ん
の
地
域
再
発
見
と
い
う

観
点
か
ら
、
本
市
で
も
企
画
さ

れ
て
は
ど
う
か
。

答答
過
去
に
は
、
イ
ベ
ン
ト
を

通
じ
て
高
砂
ク
イ
ズ
等
を

実
施
し
た
経
過
が
あ
り
、
今
後

は
高
砂
市
の
特
色
を
生
か
し
た

歴
史
に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ
を
作
成

す
る
な
ど
関
係
機
関
と
の
連
携

を
図
り
な
が
ら
進
め
て
い
き
た
い
。

問問
警
察
庁
長
官
や
法
務
大
臣

を
歴
任
さ
れ
た
後
藤
田
正

晴
氏
の
訓
示
に
、『

省
益
を
忘

れ
、
国
益
を
想
え
。
悪
い
、
本

当
の
事
実
を
報
告
せ
よ
。
勇
気

を
も
っ
て
意
見
具
申
せ
よ
。
自

分
の
仕
事
で
は
な
い
と
言
う
な

か
れ
。
決
定
が
下
っ
た
ら
従
い
、

命
令
は
実
行
せ
よ
。』

と
い
う

『

後
藤
田
五
訓』

が
あ
る
。
私

は
公
務
員
と
し
て
の
職
務
に
対

す
る
姿
勢
を
端
的
に
表
す
名
言

と
感
じ
る
が
、
市
長
の
ご
感
想

を
承
り
た
い
。

答答
あ
ら
ゆ
る
職
業
に
通
じ
る

｢

道
理｣

で
あ
り
、
市
の

職
員
に
も
こ
の
五
訓
の
心
構
え

を
持
っ
て
職
務
に
専
念
し
て
ほ

し
い
と
考
え
て
い
る
。

問問
昨
年
よ
り
発
足
し
た
危
機

管
理
室
で
あ
る
が
、
市
民

の
安
全
と
安
心
の
町
づ
く
り
の

た
め
、
今
後
と
も
、
県･

警
察
・

消
防
・
学
校
な
ど
の
関
係
機
関

と
緊
密
な
る
連
携
を
堅
持
し
、

防
災
、
防
犯
に
努
力
い
た
だ
き

た
い
が
、
市
の
有
事
即
応
体
制

は
万
全
で
あ
る
か
。

答答
有
事
の
み
な
ら
ず
平
時
に

お
い
て
も
、
適
切
な
対
処

が
で
き
る
よ
う
に
消
防
本
部
を

は
じ
め
と
す
る
庁
内
全
部
署
の

緊
急
連
絡
体
制
及
び
警
察
等
の

関
係
機
関
と
の
即
応
体
制
を
敷

い
て
い
る
。
風
水
害
、
地
震
の

際
の
防
災
体
制
に
つ
い
て
は
、

以
前
よ
り
緊
急
時
の
災
害
本
部

体
制
は
確
立
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
が
、
加
え
て
今
年
度

犯
罪
等
の
発
生
に
伴
う
緊
急
連

絡
配
備
体
制
も
危
機
管
理
室
を

核
に
し
て
、
確
立
し
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。
今
後
も
、
危
機
管
理

室
だ
け
で
な
く
、
職
員
全
体
の

危
機
管
理
意
識
の
高
揚
を
図
り
、

さ
ら
な
る
体
制
の
整
備
に
努
め

た
い
。

問問
マ
ス
コ
ミ
報
道
に
あ
る
よ

う
に
、
学
級
崩
壊
が
、
今

や
社
会
問
題
に
も
な
っ
て
い
る
。

背
景
に
は
、
教
師
と
し
て
の
権

威
の
崩
壊
、
教
師
の
教
育
技
術

の
不
足
、
教
師
の
指
導
力
不
足

に
よ
る
学
級
経
営
の
失
敗
や
、

本
来
家
庭
で
な
さ
れ
る
べ
き
、

し
つ
け
教
育
の
崩
壊
な
ど
が
指

摘
さ
れ
る
が
、
本
市
の
学
校
現

場
の
現
状
は
ど
う
な
の
か
、
ご

教
示
い
た
だ
き
た
い
。

答答
本
市
で
は
、
現
在
学
級
崩

壊
は
生
じ
て
い
な
い
が
、

過
去
に
は
落
ち
つ
き
の
な
い
二
、

三
人
の
子
供
を
指
導
し
よ
う
と

し
て
、
ほ
か
の
子
供
へ
の
指
導

が
不
十
分
に
な
っ
た
と
い
う
ケ
ー

ス
が
あ
っ
た
が
管
理
職
を
初
め

同
学
年
の
教
師
や
音
楽
、
家
庭

科
等
の
教
師
の
協
力
体
制
に
よ

り
、
す
ぐ
元
に
戻
っ
て
い
る
。

◆
11
月
上
旬
に
実
施
し
た
市
長

の
地
域
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
に
つ
い
て

市
長
の
答
弁
に
疑
問
が
あ
る
点

に
つ
い
て
指
摘
と
提
言
を
行
い

ま
す
。

平
成
24
年
度(

２
０
１
２
年)

の
24
億
円
の
累
積
赤
字
に
つ

い
て

問問
市
長
は

｢

単
年
度
ご
と
に

努
力｣

と
い
う
が
、
そ
れ

は
場
当
た
り
的
で
は
な
い
で
す
か
。

中
長
期
目
標
が
な
い
よ
う
に
見

え
ま
す
。

答答
さ
ら
な
る
行
財
政
改
革
を

徹
底
し
て
推
進
し
、
財
政

収
支
の
改
善
を
図
っ
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

◆
提
案
と
し
て
、
市
民
病
院
に

７
年
間
で
40
億
円
を
つ
ぎ
込
む

の
で
あ
れ
ば
、
投
資
的
経
費
を

岡
市
長
時
代
に
戻
す
削
減
が
必

要
で
は
。

人
件
費
の
あ
り
方
に
つ
い
て

問問
他
市
よ
り
も
高
い
人
件
費

を
ど
の
よ
う
に
減
ら
し
ま
す

か
。
定
員
適
正
化
計
画
を
ど
う

示
し
ま
す
か
、
ま
た
地
域
手
当

３
％
削
減
は
。

答答
財
政
対
策
と
し
て
の
諸
手

当
の
見
直
し
の
検
討
も
行

う
必
要
が
あ
る
。

問問｢

非
正
規｣

職
員
や
委
託

を
増
や
し
て

｢

官
製
ワ
ー

キ
ン
グ
プ
ア｣

を
増
や
す
の
で
は

意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。
待
遇
向

上
が
必
要
で
は
。

答答
人
事
院
の
具
体
的
な
指
針

に
注
視
し
、
恒
常
的
に
必

要
と
考
え
ら
れ
る
嘱
託
職
員
や

臨
時
職
員
の
任
用
に
つ
い
て
、

正
規
職
員
数
と
の
バ
ラ
ン
ス
を

踏
ま
え
、
検
討
し
て
い
く
。

◆
正
規
職
員
、
任
期
付
き
採
用

職
員
、
嘱
託
職
員
、
臨
時
職
員

と
バ
ラ
ン
ス
の
良
い
採
用
を
す
べ

き
で
す
。

公
共
交
通
に
つ
い
て

問問
飛
行
機
よ
り
も
一
人
あ
た

り
で
は
環
境
負
荷
が
大
き

い

｢

マ
イ
カ
ー｣

か
ら
公
共
交

通
に
シ
フ
ト
す
べ
き
。
需
要
予

測
を
見
な
が
ら
、
市
民
参
加
で

公
共
交
通
を
充
実
さ
せ
て
い
く

か
を
議
論
す
べ
き
で
は
。

答答
高
砂
市
地
域
公
共
交
通
会

議
で
本
市
の
公
共
交
通
網

計
画
の
策
定
に
つ
い
て
研
究
を

し
て
い
く
。

上
か
ら
目
線
の
地
域
ミ
ー
テ
ィ

ン
グ
を
改
革
す
べ
し

問問
地
域
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
は
ど

う
広
報
し
ま
し
た
か
。
事

前
の
単
位
自
治
会
ご
と
の
勉
強

会
や
自
治
会
長
・
各
種
団
体
・

公
募
の
市
民
で
最
初
に
５
分
提

言
を
す
る
よ
う
な
会
の
あ
り
方
の

改
革
が
必
要
で
は
。

答答
実
施
日
時
、
資
料
の
内
容

説
明
に
要
す
る
時
間
等
に

つ
い
て
も
検
討
し
、
よ
り
多
く

の
市
民
が
参
加
し
意
見
が
い
た

だ
け
る
よ
う
工
夫
し
た
い
。

◆
十
分
な
広
報
を
せ
ず
、
防
災

無
線
で

｢

集
ま
っ
て
こ
い｣

と

い
う
の
は

｢

上
か
ら
目
線｣

の

市
民
参
加
で
す
。

5

赤
穂
市
の

『

忠
臣
蔵
検
定』

ほ
か

松
本

均

｢

上
か
ら
目
線｣

の
地
域
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
改
革
す
べ
き

井
奥

雅
樹
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問問
携
帯
電
話
に
は

(

金
銀
な

ど
の
貴
金
属)

レ
ア
メ
タ
ル

が
含
ま
れ
都
市
鉱
山
と
呼
ば
れ
て

い
る
。
資
源
の
少
な
い
日
本
に
と
っ

て
使
用
済
み
携
帯
電
話
を
適
切

に
処
理
す
れ
ば
、
有
効
な
資
源

が
回
収
で
き
る
。
リ
サ
イ
ク
ル
の

推
進
に
つ
い
て
の
周
知
徹
底
や

意
識
向
上
を
図
る
為
に
資
源
回

収
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
に
わ
か
り

や
す
く
知
ら
せ
る
べ
き
で
は
な
い

か
。
ま
た
回
収
Ｂ
Ｏ
Ｘ
を
市
役

所
に
設
置
し
て
は
い
か
が
か
。

答答
国
、
事
業
者
の
情
報
を
把

握
し
な
が
ら
、
携
帯
電
話

の
リ
サ
イ
ク
ル
推
進
に
関
し
、

市
民
へ
の
啓
発
、
周
知
等
を
行
っ

て
ま
い
り
た
い
。

◆
２
０
１
１
年
７
月
に
地
上
デ

ジ
タ
ル
放
送
に
完
全
移
行
す
る

こ
と
の
周
知
徹
底
策
を

問問
高
齢
者
、
障
が
い
者
等
へ

の
受
信
説
明
会
の
実
施
を

総
務
省
は
掲
げ
て
い
る
が
、
市

と
し
て
は
、
ど
の
よ
う
に
取
り
組

む
の
か
。

答答
特
に
円
滑
な
移
行
推
進
に

欠
か
せ
な
い
周
知
広
報
に

つ
い
て
、
広
報
誌
や
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
活
用
等
の
方
策
を
実
施
し
て

い
く
。
ま
た
、
厚
生
労
働
省
か

ら
福
祉
部
へ
の
地
上
デ
ジ
タ
ル

放
送
へ
の
完
全
移
行
に
向
け
た

周
知
等
に
つ
い
て
協
力
依
頼
も

来
て
お
り
、
詳
細
が
わ
か
っ
た

段
階
で
対
応
を
し
た
い
。

問問
大
量
廃
棄
が
予
想
さ
れ
る

ア
ナ
ロ
グ
テ
レ
ビ
に
つ
い

て
、
ど
の
よ
う
な
リ
サ
イ
ク
ル

対
策
を
す
る
の
か
。

答答
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法
に
よ

り
、
リ
サ
イ
ク
ル
す
る
こ

と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
お
り
、そ

れ
に
従
っ
て
処
理
す
る
こ
と
に

な
る
。小
売
店
に
引
き
取
り
を

依
頼
す
る
方
法
、直
接
メ
ー
カ
ー

に
引
き
渡
す
方
法
、ま
た
市
内

の
協
力
店
に
依
頼
す
る
方
法
な

ど
、啓
発
冊
子
等
で
周
知
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、今
後
も
さ

ら
に
周
知
に
努
め
て
い
く
。

問問
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

の
相
談
機
能
の
強
化
と
い

う
点
に
お
い
て
、｢

24
時
間
３

６
５
日
対
応｣

の
電
話
相
談
を

実
施
し
て
は
い
か
が
か
。
高
齢

者
や
介
護
家
族
の
悩
み
や
心
配

事
を
休
日
や
夜
間
で
も
気
軽
に

相
談
で
き
る
仕
組
み
が
望
ま
れ

て
い
ま
す
。

答答
本
市
で
も
電
話
回
線
を
利

用
し
た
緊
急
通
報
シ
ス
テ

ム
を
構
築
し
て
お
り
、
現
在
市

内
で
約
２
５
０
世
帯
に
設
置
を

し
て
い
る
。
消
防
本
部
へ
つ
な

が
る
緊
急
呼
び
出
し
ボ
タ
ン
、

そ
れ
と
相
談
ボ
タ
ン
が
あ
り
、

相
談
ボ
タ
ン
を
押
す
と
契
約
先

の
安
全
セ
ン
タ
ー
に
待
機
す
る

看
護
師
と
つ
な
が
り
、
対
処
方

法
や
相
談
が
行
わ
れ
る
こ
と
と

な
っ
て
い
る
。
要
介
護
３
以
上

の
高
齢
者
の
い
る
世
帯
に
つ
い

て
も
、
設
置
が
可
能
で
あ
り
、

介
護
家
族
の
相
談
に
も
十
分
対

応
が
で
き
て
い
る
も
の
と
考
え

て
い
る
。

問問
障
が
い
者
の
自
動
車
税
の

減
免
に
つ
い
て
は
、
軽
自

動
車
税
は
市
税
条
例
に
お
い
て

規
定
し
て
お
り
、
そ
れ
以
外
の

自
動
車
は
県
税
条
例
に
お
い
て

規
定
し
て
い
る
。
対
象
者
に
つ

い
て
一
部
大
き
く
違
っ
て
お
り
、

疑
問
の
声
が
あ
り
ま
し
た
。
県

条
例
と
市
条
例
の
整
合
性
を
と

る
た
め
、
18
歳
未
満
と
い
う
年

齢
条
件
を
は
ず
す
べ
き
で
は
。

答答
近
隣
の
状
況
を
調
査
し
て

進
め
て
い
き
た
い
。

問問
現
在
の
雇
用
不
安
の
対
応

や
若
年
層
雇
用
対
策
と
し

て
、
大
阪
府
摂
津
市
で
は
職
員

10
名
の
追
加
募
集
を
発
表
し
た
。

ま
た
大
分
県
杵
築
市
臨
時
職
員

採
用
を
決
め
た
。
高
砂
市
も
、

一
人
で
も
多
く
の
若
者
の
雇
用

確
保
を
図
る
べ
き
で
は
。

答答
18
年
度
以
降
の
募
集
に
お

い
て
は
年
齢
を
30
歳
ま
で

引
き
上
げ
、
い
わ
ゆ
る
ロ
ス
ト

ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
呼
ば
れ

る
世
代
の
一
部
も
取
り
込
ん
だ

格
好
の
募
集
を
行
っ
て
い
る
。

ま
た
、
任
期
付
職
員
に
つ
い
て
、

採
用
後
の
職
員
配
置
や
、
配
置

職
場
の
円
滑
な
業
務
運
営
を
考

慮
し
、
40
歳
を
上
限
に
設
定
し
、

今
年
度
３
名
の
募
集
を
予
定
し

て
い
る
。

人
権
推
進
と
人
権
教
育
に
つ

い
て

問問
ネ
ッ
ト
い
じ
め
や
ネ
ッ
ト

上
の
こ
こ
ろ
な
い
書
き
込

み
は
犯
罪
と
な
る
こ
と
を
、
子

ど
も
達
だ
け
で
は
な
く
、
市
民

に
も
啓
蒙
し
て
い
く
必
要
が
あ

る
の
で
は
。

答答
携
帯
電
話
や
パ
ソ
コ
ン
に

よ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
使

用
の
中
で
、
守
る
べ
き
マ
ナ
ー

や
エ
チ
ケ
ッ
ト
な
ど
の
情
報
モ

ラ
ル
に
つ
い
て
、
児
童
生
徒
や

保
護
者
、
市
民
へ
の
啓
発
を
粘

り
強
く
続
け
て
い
く
。

問問
認
知
症
の
理
解
を
進
め
る

こ
と
、
ま
た
発
達
障
害･

学
習
障
害
な
ど
の
理
解
も
学
校

全
体
で
進
め
て
い
く
こ
と
で
、

そ
の
兄
弟
達
の
人
権
も
守
っ
て

い
く
必
要
性
も
あ
る
の
で
は
な

い
か
。

答答
障
害
者
や
高
齢
者
等
の
方
々

に
と
っ
て
住
み
や
す
い
町

に
な
る
よ
う
配
慮
し
、
人
権
相

談
等
で
人
権
を
尊
重
し
た
対
応

を
行
う
と
と
も
に
、
い
ろ
い
ろ

な
人
権
課
題
に
対
す
る
理
解
が

深
ま
る
よ
う
市
民
へ
の
啓
発
を

行
い
、
具
体
的
な
対
策
を
行
う

関
係
部
局
と
十
分
な
連
携
が
と

れ
る
よ
う
努
力
し
て
い
く
。

問問
啓
蒙
活
動
に
よ
り
、
自
殺

や
多
重
債
務
の
人
権
・
人

命
を
守
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

犯
罪
被
害
に
遭
わ
れ
た
人
達
に

も
。
十
分
な
配
慮
が
必
要
で
は
。

答答
多
重
債
務
、
自
殺
、
犯
罪

被
害
者
等
具
体
的
な
人
権

侵
害
が
あ
れ
ば
、
人
権
相
談
窓

口
を
通
じ
て
相
談
を
受
け
、
人

権
擁
護
委
員
等
と
協
力
し
な
が

ら
法
務
局
を
初
め
と
し
た
関
係

機
関
と
協
議
を
行
い
、
事
案
ご

と
に
市
、
県
等
の
関
係
部
局
と

十
分
な
連
携
が
と
れ
る
よ
う
努

力
し
て
い
く
。

組
織
の
ス
リ
ム
化
と
女
性
管

理
職

問問
女
性
管
理
職
が
、
一
般
行

政
職
と
し
て
は
、
か
な
り

少
な
い
の
で
は
。

答答
ま
だ
ま
だ
少
な
い
現
状
で

は
あ
る
が
、
意
欲
の
あ
る

有
能
な
職
員
は
男
女
の
区
別
な

く
登
用
し
て
い
く
。

問問
高
砂
市
の
組
織
ス
リ
ム
化

に
つ
い
て
の
見
解
は
。

答答
施
策
を
迅
速
か
つ
効
率
的

に
執
行
す
る
た
め
簡
素
で

効
率
的
な
組
織
を
目
指
し
、
今

後
課
、
係
の
あ
り
方
に
つ
い
て

全
体
的
な
見
直
し
を
行
い
、
事

務
事
業
の
統
廃
合
等
に
よ
る
見

直
し
を
行
い
組
織
の
ス
リ
ム
化

を
図
っ
て
い
く
。

6

自
治
体
に
よ
る
携
帯
電
話
の
リ
サ
イ
ク
ル
の
推
進
に
つ
い
て

八
田
美
津
子

今
こ
そ
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
を
ほ
か

鈴
木

利
信
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問問
以
前
よ
り
懸
案
の
阿
弥
陀

小
学
校
移
転
造
成
工
事
が

い
よ
い
よ
始
ま
り
ま
す
。
市
民

の
皆
さ
ん
も
期
待
を
大
き
く
さ

れ
て
い
ま
す
。

市
長
は
じ
め
関
係
部
局
職
員

の
皆
さ
ん
、
ご
協
力
い
た
だ
い

た
市
民
の
皆
さ
ん
に
敬
意
を
表

す
と
共
に
、
こ
れ
か
ら
ま
だ
長

き
に
渡
っ
て
頑
張
っ
て
い
た
だ

く
こ
と
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

さ
て
跡
地
利
用
に
つ
い
て
質

問
し
ま
す
。
跡
地
計
画
と
し
て

売
却
、
公
共
用
施
設
と
表
記
さ

れ
て
い
ま
す
。(

平
成
19
年
３

月
号
広
報
た
か
さ
ご)

移
転
改

築
に
私
は
賛
成
し
ま
す
。
し
か

し
跡
地
利
用
に
つ
い
て
は
即
売

却
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
思
う
。

そ
の
跡
地
が
阿
弥
陀
町
の
歴
史

文
化
の
中
心
で
あ
り
、
伝
統
文

化
の
継
承
地
だ
か
ら
で
す
。
阿

弥
陀
小
学
校
の
沿
革
は
江
戸
時

代
の
寺
の
存
在
以
来
阿
弥
陀
町

市
民
全
て
が
学
び
交
流
し
て
き

た
文
化
の
中
心
地
、
人
間
の
体

に
た
と
え
る
と

｢

ヘ
ソ｣

で
あ

る
。
ま
ち
づ
く
り
を
扱
う
人
達

に
と
っ
て
大
切
な
視
点
で
す
。

｢

歴
史
的
考
察｣

と
併
せ
て

｢

文
化
的
考
察｣

も
行
な
う
べ

き
で
あ
る
。
心
の
ふ
る
さ
と
の

地
に
対
し
て
行
政
側
の
理
念
、

対
応
を
教
え
て
下
さ
い
。

答答
小
学
校
は
地
域
の
シ
ン
ボ

ル
で
も
あ
り
、
卒
業
生
に

と
っ
て
は
一
番
思
い
出
に
残
る

施
設
で
あ
り
、
心
の
ふ
る
さ
と

で
も
あ
る
と
思
う
。
し
か
し
な

が
ら
、
高
砂
市
の
現
在
の
財
政

状
況
を
か
ん
が
み
る
と
、
跡
地

を
残
す
こ
と
は
非
常
に
困
難
と

判
断
を
し
て
い
る
。
売
却
を
し

て
新
し
い
阿
弥
陀
小
学
校
建
設

の
財
源
の
ね
ん
出
に
充
て
た
い

と
考
え
て
い
る
。

跡
地
の
利
活
用
に
つ
い
て
は
、

地
域
の
良
好
な
住
環
境
を
維
持

し
な
が
ら
、
住
民
の
皆
様
方
に

受
け
入
れ
て
い
た
だ
け
る
環
境

を
整
備
し
た
も
の
を
考
え
て
い

る
。
ま
た
跡
地
に
モ
ニ
ュ
メ
ン

ト
を
設
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、

小
学
校
が
あ
っ
た
こ
と
の
事
実

を
後
世
に
伝
え
て
い
く
こ
と
も

考
え
て
い
る
。
ま
た
、
新
し
い

小
学
校
で
は
現
在
の
小
学
校
の

歴
史
と
文
化
の
継
承
を
し
、
新

し
い
独
自
の
文
化
を
加
え
、
ま

た
そ
う
い
う
文
化
も
つ
く
り
出

し
て
、
歴
史
と
伝
統
を
つ
く
り

出
し
て
い
っ
て
も
ら
い
た
い
と

考
え
て
い
る
。

問問
地
元
自
治
会
役
員
会
に
土

地
売
却
の
住
宅
道
路
図
が

資
料
提
出
さ
れ
て
い
ま
す
が
そ

の
こ
と
に
つ
い
て
ご
説
明
願
い

ま
す
。

答答
跡
地
利
用
の
こ
と
で
説
明

の
際
に
、
新
し
い
通
学
路

の
位
置
等
が
口
頭
説
明
だ
け
で

は
わ
か
り
に
く
い
の
で
、
あ
く

ま
で
も
現
段
階
で
の
案
と
断
り

を
入
れ
な
が
ら
説
明
し
た
も
の

で
あ
る
。
開
発
許
可
申
請
に
添

付
す
る
た
め
の
も
の
で
、
こ
れ

で
確
定
で
は
な
く
、
今
後
の
協

議
の
中
で
変
更
は
十
分
に
考
え

ら
れ
る
と
説
明
し
て
い
る
。

問問
近
年
、
日
本
人
の
モ
ラ
ル

低
下
が
叫
ば
れ
る
中
、
犬

な
ど
の
散
歩
時
に
糞
を
放
置
し

た
ま
ま
に
す
る
人
や
空
き
缶
・

吸
殻
な
ど
を
ポ
イ
捨
て
す
る
人

が
後
を
絶
た
ず
、
看
過
で
き
な

い
状
況
で
す
。
衛
生
面
か
ら
も

問
題
で
あ
り
、
市
民
か
ら
の
苦

情
も
多
く
、
歴
史
溢
れ
る
美
し

い
文
化
都
市
を
目
ざ
す
な
ら
早

急
に
改
善
策
を
講
じ
る
べ
き
で

す
。
明
石
市
で
は
、
違
反
者
に

５
万
円
以
下
の
罰
金
を
課
す
条

文
も
入
れ
た
禁
止
条
例
を
制
定

し
て
お
り
、
本
市
で
も
、
ま
ず

同
類
の
条
例
を
整
備
し
、
各
種

団
体
な
ど
の
協
力
を
得
て
、
市

内
の
美
化
を
推
進
す
べ
き
だ
。

併
せ
て
、
禁
煙
指
定
区
域
の
あ

り
方
も
検
討
す
べ
き
で
あ
る
が
、

市
の
見
解
は
。

答答
新
た
な
条
例
整
備
も
啓
発

効
果
が
あ
る
こ
と
か
ら
一

つ
の
方
策
で
あ
る
と
考
え
て
い

る
が
、
現
状
は
既
存
の
条
例
等

で
対
応
可
能
と
考
え
て
い
る
。

し
か
し
、
法
で
規
制
が
可
能
で

あ
っ
て
も
、
現
実
に
は
な
く
な

ら
な
い
の
が
現
状
で
も
あ
り
、

特
に
犬
の
糞
の
放
置
に
係
る
問

題
に
対
し
て
は
、
他
の
自
治
体

で
市
民
と
協
同
で
取
り
組
む
こ

と
で
、
成
果
の
あ
っ
た
事
例
も

あ
る
。
現
実
的
で
具
体
的
な
、

そ
し
て
効
果
的
な
啓
発
活
動
の

実
施
に
向
け
て
取
り
組
ん
で
い

き
た
い
。

水
害
対
策
に
つ
い
て

問問
６
月
定
例
会
で
の
鹿
島
川

松
村
川
水
系
の
水
害
対
策

に
関
す
る
私
の
質
問
に
対
し
、

平
成
23
年
度
を
目
途
に
整
備
計

画
を
策
定
す
る
と
答
弁
さ
れ
た
。

し
か
し
、
そ
の
後
の
一
時
的
な

強
雨
に
よ
る
当
該
河
川
と
そ
れ

に
流
入
す
る
水
路
の
増
水
状
況

か
ら
再
度
質
問
す
る
。
常
設
ポ

ン
プ
の
能
力
向
上
や
仮
設
ポ
ン

プ
設
置
の
検
証
・
水
路
整
備
な

ど
の
現
実
的
な
対
策
を
進
め
な

が
ら
、
中
期
的
に
は
、
国
・
県

に
よ
る
河
口
付
近
の
高
潮
対
策

の
活
用
や
二
級
河
川
へ
の
格
上

げ
な
ど
に
よ
る
市
財
政
の
負
担

軽
減
も
含
め
た
整
備
計
画
と
統

一
的
な
組
織
体
制
を
前
倒
し
で

策
定
実
行
す
る
こ
と
が
市
民
の

安
心
に
繋
が
る
と
考
え
る
が
、

市
の
考
え
は
。

答答
浸
水
を
防
ぐ
根
本
的
な
対

策
と
し
て
、
河
川
の
排
水

能
力
を
高
め
る
こ
と
が
必
要
で

あ
り
、
流
域
面
積
、
流
入
量
の

再
検
証
を
初
め
、
鹿
島
排
水
機

場
と
鹿
島
第
二
ポ
ン
プ
場
の
あ

り
方
、
高
潮
対
策
事
業
な
ど
を

総
合
的
に
検
討
す
る
必
要
が
あ

る
。
こ
の
実
現
に
は
、
多
大
な

費
用
が
か
か
る
こ
と
か
ら
、
県
と

の
連
携
を
す
る
と
と
も
に
、
長

期
的
な
取
り
組
み
を
し
た
い
。

一
方
、
市
民
に
不
安
を
感
じ

さ
せ
な
い
た
め
に
も
、
短
期
的

な
取
り
組
み
が
必
要
で
あ
る
と

考
え
て
お
り
、
例
え
ば
高
潮
に

よ
る
逆
流
を
少
し
で
も
防
ぐ
た

め
の
鹿
島
排
水
機
場
の
効
率
的

な
ゲ
ー
ト
操
作
に
つ
い
て
、
既

に
行
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
以
外

に
も
河
川
に
流
入
す
る
常
設
ポ

ン
プ
場
の
点
検
整
備
、
緊
急
時

の
仮
設
ポ
ン
プ
設
置
、
排
水
路

の
改
善
整
備
計
画
な
ど
に
つ
い

て
財
源
確
保
が
必
要
で
検
討
し

て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て

い
る
。
あ
わ
せ
て
、
河
川
へ
の

流
入
水
路
の
ゲ
ー
ト
操
作
に
つ

い
て
も
地
元
水
利
組
合
や
自
治

会
等
と
も
連
携
し
て
先
手
を
打

つ
こ
と
が
効
果
的
で
あ
る
と
考

え
て
い
る
。

7

阿
弥
陀
小
学
校
跡
地
利
用
に
つ
い
て

北
畑

徹
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市
内
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美
化
対
策
に
つ
い
て
ほ
か

藤
森

誠
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市
民
病
院
の
平
成
19
年
度

の
12
億
円
近
い
赤
字
の
う

ち
、
83
％
が
収
益
的
要
因
で
発

生
し
て
お
り
、
医
業
収
益
の
74

％
が
給
与
に
充
て
ら
れ
て
い
ま

す
。
平
成
16
年
度
よ
り
３
割
か

ら
４
割
業
務
量
が
減
っ
て
い
る

の
に
医
師
以
外
の
職
員
数
は
全

く
減
っ
て
お
ら
ず
、
医
療
法
に

基
づ
く
職
員
充
足
率
か
ら
み
て

過
剰
で
す
。
特
に
薬
剤
師
は
加

古
川
市
民
病
院
の
２.

２
５
倍

多
い
。
国
が
求
め
る
３
年
以
内

の
黒
字
化
に
は
余
剰
人
員
の
削

減
が
必
要
で
は
な
い
か
。

適
正
な
薬
剤
師
数
を
は
じ
め

と
し
て
、
そ
の
他
の
職
員
数

に
つ
い
て
も
経
営
改
善
計
画
の
中

で
目
標
と
す
る
入
院
患
者
数
、
外

来
患
者
数
に
対
す
る
各
職
種
の
適

正
な
人
数
を
見
据
え
な
が
ら
適
正

化
を
図
っ
て
い
き
た
い
。

救
急
医
療
等
に
は
別
に
税

金
を
繰
入
し
て
お
り
、
市
民

病
院
は
法
律
上
独
立
採
算
だ
か
ら
、

赤
字
の
穴
埋
め
に
今
後
40
億
円
も

税
金
投
入
す
る
に
は
責
任
の
明
確

化
が
必
要
で
は
な
い
か
。

市
民
の
健
康
と
命
を
守
る

地
域
医
療
の
拠
点
で
あ
る

市
民
病
院
の
経
営
基
盤
の
確
立

の
た
め
に
今
後
３
年
間
で
の
経

営
の
効
率
化
を
図
っ
て
い
く
上
で
、

不
良
債
務
解
消
と
し
て
の
一
般

会
計
か
ら
の
基
準
外
繰
り
出
し

は
必
要
な
も
の
考
え
て
い
る
。

法
律
で
は
公
営
病
院
職
員

の
給
与
は
経
営
状
況
を
反

映
す
べ
き
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、

高
砂
市
民
病
院
で
は
そ
う
な
っ

て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。

公
営
企
業
法
第
38
条
第
４

項
の
規
定
に
基
づ
い
て
、

高
砂
市
企
業
職
員
の
給
与
に
関

す
る
条
例
に
よ
り
、
給
与
の
種

類
及
び
基
準
を
定
め
、
高
砂
市

病
院
事
業
職
員
の
給
与
に
関
す

る
規
程
に
よ
り
、
特
殊
勤
務
手

当
及
び
管
理
職
手
当
を
除
く
手

当
の
額
並
び
に
給
料
及
び
手
当

の
支
給
を
高
砂
市
職
員
の
給
与

に
関
す
る
条
例
を
準
用
し
て
い

る
。

国
の
場
合
な
ら
、
高
砂
市

で
は
地
域
手
当
は
６
％
で

な
く
３
％
で
は
な
い
か
。

高
砂
市
は
、
国
の
官
署
が

な
い
地
域
で
あ
っ
た
の
で
、

従
前
の
調
整
手
当
の
支
給
地
を

無
支
給
地
と
み
な
し
、
国
基
準
と

し
て
の
平
成
22
年
ま
で
の
経
過
措

置
と
し
て
国
家
公
務
員
の
場
合
は

平
成
19
年
度
の
支
給
率
が
２.
５

％
と
な
り
、
平
成
20
年
度
４
％
、

来
年
度
５
％
に
な
る
。

国
は
技
能
労
務
職
員
の
給

与
が
民
間
よ
り
高
い
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
。
近
隣
市
と

同
様
に
給
料
表
を
一
般
行
政
職

と
は
別
に
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

高
砂
市
の
職
員
の
給
与
に

関
す
る
条
例
の
第
１
条
に

地
方
公
務
員
法
第
24
条
第
６
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
法
３
条
に

規
定
す
る
一
般
職
に
属
す
る
職

員
の
給
与
に
関
す
る
事
項
を
定

め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
と
規

定
さ
れ
て
お
り
、
技
能
労
務
職

に
つ
い
て
も
、
行
政
職
給
料
表

を
適
応
す
る
と
い
う
考
え
方
で

支
給
し
て
い
る
。

図
書
館
や
会
館
等
の
行
政

施
設
に
つ
き
建
設
と
修
繕

の
中
期
計
画
を
立
て
る
必
要
が

あ
る
。
既
存
施
設
の
有
効
活
用

を
図
る
上
で
、
特
に
和
室
な
ど

が
あ
り
有
効
利
用
さ
れ
て
い
な

い
南
庁
舎
の
あ
り
方
を
見
直
す

べ
き
で
は
な
い
か
。

南
庁
舎
を
有
効
利
用
で
き

る
よ
う
事
務
室
と
し
て
の

利
用
も
含
め
、
今
後
検
討
を
す

る
こ
と
が
必
要
と
考
え
て
い
る
。
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市
民
病
院
に
つ
い
て

ほ
か

木
谷

勝
郎

○教育委員会委員を任命するにつき同意しました｡

高砂市米田町 佃 昌 典

西港再整備等に係る調査特別委員会 行政視察報告

日 程／平成20年11月25日・26日
視 察 地／福岡県北九州市・熊本県水俣市
調査項目／ ｢土壌処理施設について｣ (㈱ジオスチーム)

｢水俣湾公害防止事業について｣ (熊本県環境センター)

当委員会では､ 西港整備等とともに議論している PCB の盛立地に対する対策について視察を行った｡

まず北九州市にある民間会社が共同で運営している ｢PCB 汚染土壌浄化施設｣ を視察した｡ 当会社からは１時間あた

り300kg の施設を20年夏に１時間あたり２ｔのスケールにして実証を始めているとの説明があった｡ すでに300kg は商

業ベースで稼動しており､ 次は２ｔへステップアップするとのことであった｡ 将来的な技術力の向上に伴う ｢現地､

あるいは持ち出しの分解｣ 案への議論の参考となった｡

続いて､ 熊本県水俣市で実施された ｢公害防止事業｣ について視察を行った｡ 水銀の含まれた汚泥を浚渫して港を

埋め立て､ 公園化した485億円にのぼる大工事であった｡ 水銀こそが ｢水俣病｣ を引き起こした原因であり､ 特に魚介

類を介在して濃縮が進んだこともあり､ 事前､ 事後の調査も詳細に行っていた｡ 住民の訴訟に伴う２年の遅延も含め

て13年にわたる大工事を見守ってきた説明者からは､ 将来的な対応策の必要性や環境基準を超える汚染汚泥が含まれ

ている公園用地は十分な管理を行う必要があるとの見解が示された｡

いずれにしても､ 数十年来の大きな課題である PCB 盛立地に関しては､ 県の専門委員会で選択肢が示され､ 県の協

議会でも議論が始まっている｡ 特別委員会としても今後も積極的に委員会を開催するとともに視察等も行い､ 市民に

対して責任ある一定のまとめを平成21年３月議会で報告する予定である｡

問問答答

問問答答 問問答答

問問答答 問問答答

問問答答

人 事
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文教厚生常任委員会 行政視察報告

日 程／平成20年11月17日・18日
視 察 地／静岡県掛川市､ 愛知県西尾市
調査項目／ ｢幼保再編について｣ (掛川市)

｢国民健康保険事業の徴収対策について｣ (西尾市)

｢幼保再編について｣ 掛川市
少子化・施設の老朽化及び保育ニーズの高まり等の背景のもと､ 平成６年度から大学教授などの外部委員を含めた

検討委員会を設置し､ 当初の公立・私立幼稚園及び保育園21園を８園に再編している｡
同市は､ 一体的な施設とその共用化により､ 就学前の幼児を ｢幼保園児｣ として位置付け､ 子育て期の親のあり方

をも互いに学びあう､ 地域の乳幼児教育・保育のセンターとしての幼保園を目指している特徴が見られた｡
また､ 市議会では､ 議員全員による特別委員会を設置し､ 審議を行う等､ 地域・行政・議会が一体となった取組み

の成果であり､ 当市が平成21年度より取組みを計画している､ 阿弥陀保育センターを初めとする ｢幼保一体化事業｣
につなげていきたい｡

｢国民健康保険事業の徴収対策について｣ 西尾市
国民健康保険料 (税) については､ 滞納繰越分を含めた徴収率向上が重要課題の一つとして挙げられる｡ 同市では

口座振替による収納方式が67％ (当市51％) と高く､ また､ コンビニ納付や休日の窓口設置等も取り入れている点が
特徴的であった｡
さらに特記すべき点として､ 悪質滞納者の預貯金を中心とした差し押さえ件数が､ 年間100件 (当市１件) を数える

など､ 積極的な徴収対策が見受けられる｡
徴収嘱託員は９人を雇用しており､ 当市の取り組み強化に向け､ 可能な限りの新規対策を早急に折り組む必要性を

強く認識した｡ 今後の予算､ 決算審議につなげたい｡

総務常任委員会 行政視察報告

日 程／平成20年11月17日・18日
視 察 地／三重県四日市市､ 静岡県浜松市
調査項目／ ｢業務棚卸し｣ (四日市市)

｢戦略的アウトソーシング｣ (浜松市)

三重県四日市市では､ 行政評価と予算を連動させた市政運営について視察した｡
まず ｢業務棚卸し｣ を実施していた｡ 全事業を ｢目的―手段―具体的な数値目標を持った活動｣ というように分類

し､ それに伴う予算／人員配置 (総労働時間数) を詳細な表にまとめていた｡ 行政評価はこの表に従って行い､ 課長
の目標管理や人事評価にも活用するとのこと｡ そして予算の策定においても棚卸し表や評価を活用するとのことであ
り､ 一貫した制度設計は学ぶべき点があった｡ ただ､ 棚卸し表が詳細にわたりすぎて､ 単なる仕事増大になる危険性
を感じた｡
次の静岡県浜松市では､ ｢戦略的アウトソーシング｣ を視察した｡ 委託を単純に増やすというのではなく､ ｢行政の

責任で行うが､ 必ずしも行政職員の直接執行が必要でない業務｣ を外部委託や廃止しようと理念を示している｡ 実施
計画策定時の17億円削減という目標に比べて18､ 19年度でほぼ達成しているものの､ 保育園の民営化計画など計画後
に市民と議論して変更や保留したものもあったようだ｡ 浜松市長の大方針の中､ 民間委員も活用して議論と実施を進
めている様子が伝わってきた｡
どちらの市も実施にあたり､ 市民への情報公開や説明責任を重視する点が印象的だった｡ ホームページへの公開や

市民参加の委員会など高砂市も学ぶ点が大きいと感じた｡

建設経済常任委員会 行政視察報告

日 程／平成20年11月18日・19日
視 察 地／愛媛県西条市・香川県高松市
調査項目／ ｢廃棄物対策について (ごみ有料化の導入等)｣ (西条市)

｢長期包括運営委託契約について｣ (高松市南部クリーンセンター)
流動床式ガス化溶融炉 300ｔ／日 (100t／日×３基)､ 日立造船 平成16年3月竣工

[視察の目的]
高砂市のごみ焼却施設は､ 今年４月に５年間のかし担保期間が切れてしまい､ 補修費をはじめとする維持管理経費

の増加が問題となっている｡ 委員会としては､ 焼却施設の運転経費を中心にごみ処理全般にわたっての課題について
視察を行った｡

[長期包括運営委託について]
高松市の ｢南部クリーンセンター｣ の焼却施設は､ 日立造船のプラントで高砂市と同じ流動床式ガス化溶融炉､ 300

ｔ／日と非常に大きい施設である｡ ここでは､ 平成16年３月の竣工と同時にごみ処理施設､ リサイクル施設､ 最終処
分場の施設全体の維持管理運営を15年間の ｢包括委託｣ により実施している｡ 15年間で150億円にのぼる契約であるが､
施設の規模､ 人件費などのコストを比較した場合､ 本市よりも効率的な経営となっていた｡

[廃棄物対策全般について]
西条市では､ 家庭系のごみについて､ 市が直接､ ごみ袋を無料配布 (１年間可燃110枚・不燃20枚・粗大ごみ処理券

10枚) 上記の枚数を超えるとすべて100円／枚で販売するという ｢一部有料化｣ が導入されている｡ 当初30％の減量効
果があったものの､ ６年間で徐々に効果も薄れ､ 新たな有料化の見直しが検討されていた｡
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平成20年12月22日
高砂市議会議長
中須 多門 様

高砂市議会決算特別委員会
委員長 砂 川 辰 義

決算特別委員会審査報告書 (抜粋)
｢経過｣

付託年月日 平成20年９月25日
審査年月日 平成20年10月20日､ 27日､ 30日

11月４日､ ６日､ 11日､ 13日､ 21日､ 27日
12月２日､ ３日､ 11日

＜意見＞

平成19年度の地方財政白書によれば､ 政府は国民生活をより豊かにするため､ 成長力強化に向けた改
革を加速・深化させるとともに､ ｢成長なくして財政再建なし｣ の理念の下､ 成長力の強化を図りつつ､
行財政改革を断行するとしている｡ また､ 経済面においては､ 世界経済の着実な回復が続く下､ 企業部
門・家計部門ともに改善が続き､ 改革の加速・深化と政府・日本銀行の一体となった取組等により､ 物
価の安定の下で自律的・持続的な経済成長を見込んでいた｡ しかしながら､ 経済成長率は前年度より鈍
化し､ 当初見込みを下回り､ 実態として国の財政は厳しい状況にあるとしている｡
地方公共団体においても､ 極めて厳しい財政状況が続いており､ 特に財政基盤の弱い自治体は危機的
な状況が続いていた｡ 各自治体とも財政の健全化を図るために地域の実情を踏まえた財政運営の推進と
行政改革が求められてはいるが､ 生活に密着した行政を実施する市町村にとって､ 住民の理解を得るた
めには､ 先ず内部の徹底した改革が必要であり､ 行政サービスコストの削減と､ 事業を原点から見直さ
なければならないが､ 速攻性を求めて実施することは住民に不安と行政に対する不信感を与える結果と
なりうることも懸念され､ 見直しには期間を要する状況であった｡
本市の場合､ 平成19年度に普通交付税の不交付団体となったが､ 中期財政計画では今後一層厳しい状
況が予測されている｡
この様な状況を踏まえ､ 今年度の決算審査においては市民病院の経営健全化の取り組みと､ 税･料の

滞納対策に対する事項について､ 特に時間を費やし具体的な項目について細部に踏み込んで審査を実施
した｡
市民病院については､ 医師数の減少に伴う収益の減少はやむを得ない部分はあるものの､ 医療環境の
変化は平成19年度に突如として起こったものではない｡ その変化の予兆・現状の分析が遅れ､ 患者数の
減少に見合う維持管理コストの削減対策ができていない｡ また､ 病院長の不在及び市長の長期入院によ
り抜本的な対策が講じられなかったことも赤字を増大させた一因と考えられる｡ 以上のことから高砂市
病院事業会計は不認定と決した｡
次に滞納対策であるが､ 従来から決算特別委員会において再三指摘をしているが､ 具体的対策が明確
にされていない｡ 今回改めて各部局の取り組みと全庁的な今後の対策を確認したが､ 各部署において温
度差があり一貫性がない｡ 平成19年度末で約24億円という収入未済額は､ 中期財政計画における平成24
年度の累積赤字見込額に匹敵する額であり､ この状況を真摯に受け止めて今後の対策を講じられたい｡
最後に､ 現在の高砂市の状況は各組織が十分機能しておらず､ 縦割りの弊害とあわせ全体として組織
力が発揮されていない｡ 予算編成及び事業の内容においても前例踏襲のみで取り組まれた状況が随所に
みられた｡
本市にとって今必要なことは､ 全ての職員が初心に帰るとともに､ 危機感と問題意識をもって自ら担
当している業務に対して本来あるべき姿を再確認し､ その姿に一歩でも近づけるための手法を考え､ 市
民が安心して生活できる安定した行政サービスを提供することである｡
市長の強いリーダーシップの下､ 一丸となって取り組まれることを強く要望する｡

＜全般的事項＞

○ 滞納整理について､ 従来から決算特別委員会において再三指摘を行っているが十分な対策が行われ
ていない｡ 庁内において税料等滞納整理対策会議を開催し全庁的に対応しているとのことであるが機
能していない｡
公平・公正な事務処理を行うためにも行政処分の判断基準を明確に示し､ 併せて事務マニュアルを

第151号 高砂市議会だより 2009年(平成21年)2月(10)
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策定する必要がある｡ また､ 徴収の成果をあげるため､ 適切な目標額を設定するとともに､ それを達
成するための体制整備を強く要望する｡

＜一般会計＞

歳 入
○ 市税の滞納処分の停止要件について､ 明確な基準が定められていない｡ 公平・公正な行政処分を行
うために基準及び事務マニュアルを策定し､ 従事する全職員が共通認識の下で事務執行することを強
く要望する｡
○ 保育料の滞納処分が行われていない｡ 関係法令に基づく事務手続きをマニュアル化し､ 処分できる
よう検討すべきである｡
また､ 基本に立ち返り対象者全員の訪問徴収を行うなど､ 有効な手段で対応されたい｡

歳 出
○ 土地開発公社について､ 総務費で予算を計上し､ 雇用した嘱託職員が派遣されている｡
本来､ 土地開発公社は独立した組織であり､ 土地開発公社の健全な運営及び経営の観点からも､ 業
務として必要であれば公社で雇用すべきである｡
○ 行政改革の推進について､ 改革項目の内､ 市民に負担を求める必要のある項目が実施を見送られて
いる傾向にある｡ 市民に理解を求めるためには､ 先ず市長の強力なリーダーシップの下で内部改革を
実施しなければならない｡
市長の直轄組織である行財政改革推進室の役割は､ 的確な現状把握と高砂市のあるべき姿を念頭に
描いて市長のリーダーシップを補佐し､ 改革の先頭に立って取り組まれたい｡

＜特別会計＞

国民健康保険事業特別会計
○ 保険料の収納率が県下でも低水準である｡ 時効が２年ということもあり非常に大きな額を失ってい
る｡ これまで毎年の決算特別委員会の中で滞納対策について指摘をされているが､ 結果として具体的
な対策及び成果は見えてこない｡ 過去の検証と今後の収納率の向上に向け､ 目標金額を定め達成のた
めの課題を整理し取り組むことを強く求める｡

下水道事業特別会計
○ 受益者負担金及び使用料の徴収事務について､ 水道事業所と協定し実施しているとのことであるが､
水道事業所との協定のあり方について効率的な徴収事務を目指して見直しをすべきであると指摘する｡

＜企業会計＞

病院事業会計
○ 平成19年度の収益の悪化は､ 病院長の不在及び市長の入院による対応の遅れも否定できない｡ 今後
についても現時点では具体的な対策は見えない部分が多い｡ 病院事業管理者も就任されており､ 市長
と十分な調整の下で職員が一丸となって一刻も早く経営健全化に取り組まれたい｡

・平成19年度高砂市一般会計歳入歳出決算認定について 認 定
・平成19年度高砂市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 認 定
・平成19年度高砂市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 認 定
・平成19年度高砂市老人保健医療事業特別会計歳入歳出決算認定について 認 定
・平成19年度高砂市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 認 定
・平成19年度高砂市水道事業会計決算認定について 認 定
・平成19年度高砂市工業用水道事業会計決算認定について 認 定
・平成19年度高砂市病院事業会計決算認定について 認 定
・平成19年度加古川市､ 高砂市宝殿中学校組合歳入歳出決算認定について 認 定

■平成19年度決算認定について

(11)2009年(平成21年)2月 高砂市議会だより 第151号
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本本会会議議・・委委員員会会ははどどななたたででもも傍傍聴聴ででききまますす｡｡
次の定例会は３月に開会の予定ですので､日程その他詳しいことは４４３－９０５１(議会事務局)までお問合せください｡

委員会では本会議での質疑で出された論点を踏まえ､ 詳細に専門的に審査を行います｡ その審査の概要を今定
例会号より報告します｡

当委員会では､ ３日間にわたり､ 補正予算１本と条例議案１本を審査した｡ 主な論点は以下のとおり｡ 条例議
案に関しては､ 意見が分かれ､ 賛成多数で可決となり､ 予算は全会一致賛成となり可決しました｡
● 滞納整理推進室新設に関して (条例関係)

機構改革により､ 滞納整理推進室の新設が提案された｡ 市全体で総額約25億円にも達する滞納に関しては市
議会でも常に議論されてきた課題である｡
｢積年の課題解消に向けた第一歩｣ と評価する意見が出たが､ それでもなお ｢現在の担当課とのすみわけが

曖昧な提案｣ ｢何をするかが見えない｣ という指摘が相次いだ｡
｢５名程度で税務署 OB の嘱託職員も加えた体制で主に税と国保の高額滞納者にあたる｣ ｢現在可能な範囲で

複数滞納者を明らかにする｣ ｢差し押さえてお金にする処分 (換価処分) を前年度より踏み込んで行う｣ とい
う答弁があった｡
一方､ 反対意見として ｢払いたくても払えない人が増えている中､ 新設の意味があるのか｣ という指摘があっ
た｡ これに対しては ｢事情は考慮する｣ ｢資力がありながら滞納している人に断固とした態度で臨むため｣ と
の副市長の答弁があった｡
この問題以外に予算では時間外手当の縮減が議論となった｡

12月定例会での委員会審査報告

総 務 常 任 委 員 会

当委員会に付託された事件議案7件 (指定管理者の指定について)､ 条例議案１件 (高砂市勤労会館の廃止条例)､
一般会計補正予算及び下水道事業会計補正予算については､ 参考資料の説明も受け､ 審査の結果､ 以下の意見を
付して全て全員異議なく原案了承しました｡
● 高砂市文化会館の指定管理者の指定については､ ①指定管理者に対して､ 管理・運営についてのモニタリン
グ､ 実績評価について､ 年度ごとに議会に報告するなど定期的に監査する制度を設けるべきである｡ ②文化振
興事業・自主事業補助の考え方について､ 21年度当初予算までに全庁的に整理する必要がある｡

● 高砂市勤労会館の廃止については､ 施設の解体､ 廃館後の施設利用について､ 中期財政計画と整合させ､ 早
期に庁内で検討すべきである｡
● 一般会計補正予算のごみ処理費については､ 今回補正予算は認めるものの､ 今後の管理運営費の大幅な増額
が見込まれる状況であり､ 財政圧迫の大きな要因となる｡ ついては安全性の確保を前提に清掃費全体にわたっ
てのコスト削減を考えていく必要がある｡

建設経済常任委員会

● 市民プールの指定管理者の指定については､ 賛成多数で可決となった｡ 安全性の確認として､ 市としてシー
ズン中は可能な限り､ 現場巡視を行う｡ 点検日誌を作成し､ 対応するとの答弁があった｡
● 産科医療補償制度の補償対象については､ 同制度の全国加入率が98.2％と100％にいたっていないことによ
り､ 条例本文に､ ただし書きの規定を設けたとの報告を受けた｡

● 阿弥陀小学校造成工事費については､ 事前審査における開発行為に伴う区域外への雨水対策､ 周辺道路整備､
汚水対策等､ 県との協議事項４項目の説明を受けた｡ 小学校跡地利用については､ 庁内で設置した検討委員会
において有効な住宅地として民間に売却する方向で検討がなされたとの報告を受けた｡

● 看護局長の副院長の昇任に対する管理職手当の遡及適用は例規審議会により､ 任命時点で副院長の職責が発
生するとの指摘のもと､ 市民病院として遡及適用すべきと判断したとの答弁があった｡ 医師診療手当について
は､ 医療の世界でも､ 業績評価の導入がなされており､ 経営が安定するためにも導入を決定した｡ 今後の経費
削減の取り組みについては､ 新たな抑制策をおりこみたいとの答弁があった｡

文教厚生常任委員会
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